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本
経
済
の
成
長
率
は
低
下
傾

向
に
あ
る
一
方
、
社
会
保
障

費
が
急
増
し
、
財
政
赤
字
が

恒
常
化
し
て
い
る
。
債
務
残
高
（
対
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
）
は
２
０
０
％
を
超
え
、
財
政

・
社
会
保
障
の
抜
本
改
革
は
不
可
避
だ
。

社
会
保
障
費
を
抑
制
し
な
い
で
財
政
を

安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
消
費
税
率

換
算
で
20
％
超
の
増
税
が
必
要
で
あ
る

と
の
専
門
家
の
試
算
も
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
増
税
に
対
す
る

反
対
は
多
い
。
時
事
通
信
の
調
査
（
10

月
22
日
の
衆
院
選
出
口
調
査
）
で
は
、

２
０
１
９
年
10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る

消
費
増
税
に
つ
い
て
、
反
対
は
43
・
３

％
、
賛
成
は
33
・
９
％
で
あ
っ
た
。

　
増
税
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
背
景
の

一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
が
格
差
の
拡
大

だ
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機

構
）
の
レ
ポ
ー
ト
「
格
差
は
拡
大
し
て

い
る
か
」
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
米
国
並

み
の
再
分
配
し
か
し
て
い
な
い
と
い
う
。

　
政
府
か
ら
受
け
取
る
平
均
的
な
現
金

給
付
（
対
家
計
の
可
処
分
所
得
）
は
、

日
本
は
19
・
７
％
。
諸
外
国
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
14
・
３
％
、
フ
ラ
ン
ス
32
・

９
％
、
デ
ン
マ
ー
ク
25
・
６
％
、
米
国

９
・
４
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
最
も
所
得
が
低
い

階
層
が
受
け
取
っ
て
い
る
現
金
給
付

（
対
家
計
の
可
処
分
所
得
）
は
、
日
本

は
３
・
１
％
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
５
・

９
％
、
フ
ラ
ン
ス
５
・
３
％
、
デ
ン
マ

ー
ク
９
・
２
％
よ
り
低
い
が
、
米
国
の

２
・
３
％
を
上
回
っ
て
い
る
。

　
問
題
は
、
政
府
に
支
払
う
平
均
的
な

税
金
や
社
会
保
険
料
（
対
家
計
の
可
処

分
所
得
）
の
負
担
が
、
低
所
得
の
階
層

に
重
い
点
だ
。
所
得
が
最
も
低
い
階
層

が
負
担
す
る
税
負
担
等
（
対
家
計
の
可

処
分
所
得
）
は
、
日
本
は
１
・
２
％
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
０
・
２
％
、
フ
ラ
ン

ス
１
・
５
％
、
デ
ン
マ
ー
ク
３
・
２
％
、

米
国
０
・
４
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
、
所
得
が
最
も
低
い
階
層

へ
の
再
分
配
（
＝
現
金
給
付
と
負
担
の

差
額
、
対
家
計
の
可
処
分
所
得
）
は
、

日
本
は
２
・
０
％
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

５
・
８
％
、
フ
ラ
ン
ス
３
・
９
％
、
デ

ン
マ
ー
ク
６
・
０
％
、
米
国
１
・
９
％

で
、
日
本
は
米
国
並
み
の
低
水
準
だ
。

　
日
本
の
再
分
配
は
、
中
・
高
所
得
階

層
に
厚
い
と
い
え
る
。
子
育
て
支
援
や

年
金
・
医
療
・
介
護
な
ど
の
国
庫
負
担

の
在
り
方
を
含
め
、
本
当
に
困
っ
て
い

る
人
を
ど
う
救
済
す
る
の
か
、
限
ら
れ

た
財
源
の
使
い
方
を
あ
ら
た
め
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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所得が最も低い階層への再分配（現金給
付と負担の差額。対家計の可処分所得）
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